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Ⅰ パブリックコメントの実施結果について 

 

１ パブリックコメントの概要について  

 

 「目黒区パブリックコメント手続要綱」（平成２１年２月２５日制定）に基づくパブリックコメントとして、平成３０年１２月５日から平

成３１年１月１１日まで目黒区産業振興ビジョン改定素案に対するご意見を募集しました。改定案を作成するにあたり、お寄せいただいた

ご意見とそれに対する検討結果をパブリックコメントの実施結果としてまとめています。 

 なお、ご意見は、原則として全文を掲載していますが、長文にわたるものや多岐にわたるものについては、趣旨を損なわない範囲で一部

省略、要約又は分割している場合があります。 

 また、提出された１件の意見の内容が複数の分野にわたる場合や同様の意見をまとめている場合があるため、提出者数と分野別意見数等

の合計数は一致していません。 

 

     （１）実施期間   

平成３０年１２月５日～平成３１年１月１１日 

 

     （２）周知方法   

・めぐろ区報（１２月５日号）、目黒区ホームページ 

・改定素案閲覧（配布）場所 

 目黒区総合庁舎１階区政情報コーナー、産業経済・消費生活課、各地区サービス事務所（東部地区除く）、 

 各住区センター、区民センター、各区立図書館 

 

 

 

 

 



 

2 

 

 

 

２ パブリックコメントの集計結果  

 

     （１）提出者数 

区 分 書 面 ＦＡＸ メール 計 

個 人 ０ ０ ２ ２ 

団 体 ０ ０ ０ ０ 

議 会 ２ ０ ０ ２ 

計 ２ ０ ２ ４ 

 

 （２）分野別意見数 

分 野 件 数 割 合 

計画全体に関すること ８ ３０．９％ 

各章に関すること   

 第２章 目黒区の産業の現状と課題 １  ３．８％ 

第４章 方針１ 地域産業の担い手の育成・確保 ３ １１．５％ 

第４章 方針２ 地域産業の維持・発展 ４ １５．４％ 

第４章 方針３ 事業者の更なる成長促進 ３ １１．５％ 

第４章 方針４ 魅力にあふれた商店街づくり ６ ２３．１％ 

第４章 方針５ 地域資源を活かしたまちの魅力の向上 １  ３．８％ 

計 ２６  １００％ 
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Ⅱ パブリックコメントの内容と検討結果について 

１ パブリックコメントの検討結果一覧  

対応区分 内 容 件 数 割 合 

１ 意見の趣旨を踏まえて改定素案を修正します。 ５  １９．２％ 

２ 意見の趣旨は改定素案で取り上げており、趣旨に沿って取り組みます。 ７  ２６．９％ 

３ 意見の趣旨は改定素案には取り上げませんが、事業実施等の中で趣旨を踏まえて努力します。 ９  ３４．６％ 

４ 意見の趣旨は、今後の検討・研究の課題とします。 ３  １１．６％ 

５ 意見の趣旨に沿うことは困難です。 ２   ７．７％ 

６ その他 ０     ０％ 

 計 ２６   １００％ 

 

２ パブリックコメントの内容と検討結果  

     ＜表の見方＞ 

 

 

 

 

 

 

 

整理 

番号 
枝番 区分 種別 意見（要旨） 分野 担当所管 

対応 

区分 
検討結果（対応等） 

         

 

 

整理番号／枝番 

区民意見、議会会派意見、各々１番から通しで付番しています。 

同一の個人・団体から複数意見があった場合は、枝番を付して 

います（長文等により分割した場合を含む）。 

意見（要旨） 

頂いたご意見の内容です。長文や内容が多岐にわたるものは、趣旨を 

 損なわない範囲で一部省略、要約または分割している場合があります。 

区分（提出者）個人、団体、議会の別。Ｐ.２参照。 

種別 書面、ＦＡＸ、メールの別。Ｐ.２参照。 

分野 P.２参照。 

担当所管 主な所管課名を記載しています。 

対応区分 Ｐ.３参照。 

検討結果（対応等） 

ご意見に対する区の考え方・対応策 

 などの検討結果を記載しています。 
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（１）区民意見  

整理 

番号 
枝番 区分 種別 意見（要旨） 分野 担当所管 

対応 

区分 
検討結果（対応等） 

1001 01 個人 メール 移転しようとする経営者や創業者の視

点から目黒区が選ばれるための強みを見

出し、目黒ブランドにするためには何が必

要かを考えていただきたい。そしてあるべ

き姿をビジョンの中で明確にすることが

大切です。そのためには、目黒区と周辺の

区の産業政策の比較（SWOT分析）が必要と

考えます。選んでもらえる強みを発見し、

強化することを政策に盛り込んでほしい。 

計画全体 産業経済・消費生活課 ４  魅力的な商圏・商業集積、区内に根づく都

市型製造業、大学の集積と産学連携など、改

定素案の１８頁「現状等から得られる目黒区

の特徴」の中で本区の特徴について記載して

います。 

こうした本区の産業の特徴を踏まえ社会

経済環境状況等も考慮しながら適切な支援

を行うことが大切だと考えています。 

周辺区の産業政策を調査・研究することは

必要と考えますが、産業の特徴や規模などが

違うことから、その分析手法等については、

他自治体の取組事例なども参考にしながら、

調査・研究していきたいと考えています。 

1001 02 個人 メール 産業・観光の振興では「経営基盤の強化

を図るとともに、新分野進出や研究 開発

など自発的に取り組む企業に一層の支援

を行い、新たな地域産業の創出」とうたい、

「１０年後の目黒の姿」には、「新しい時

代を担う地域産業が創出・育成され」とい

っているが、産業振興ビジョンでは「安

定・維持」しか表現されていない。ビジョ

ンで「検討します。」はやれないことと受

け取られます。 

「実施に向けた委員会を立ち上げます」

「WGを起こします。」などの前向きな表現

と実現期限が必要です。 

計画全体 産業経済・消費生活課 ３  改定素案では、ビジョンの目的を、目黒区

内の事業者の安定的な経営のための支援と、

成長意欲のある事業者や創業・起業を志向す

る人々に対する支援によって、経営の安定

性・継続性の向上と新しい産業的価値の創出

を促し、目黒区の産業の維持・発展を目指す

としています。 

 また、改定素案の４３頁ではその推進体制

を記載しており、具体的な事業の実施に当た

っては、ビジョンの趣旨に沿って必要な支援

等を行い、区内産業の振興に努めていきま

す。 
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整理 

番号 
枝番 区分 種別 意見（要旨） 分野 担当所管 

対応 

区分 
検討結果（対応等） 

1001 03 個人 メール 産業の新陳代謝が進むため、新たな企

業活動を誘致するか、既存企業に革新を

促さないと、目黒の産業は衰退します。

情報技術（IT）を活用した新たなサービ

スや商品を生み出す企業への支援を厚く

することを提案します。 

そのためには、産学公金連携の組織化

が必要です。区内の大学に通う学生が目

黒区に住むことができるよう、起業しや

すい環境を用意するなど、目黒区内の古

い空き家を改修する補助金を出し、若い

人が住めるシェアハウスや老齢者を少し

世話することを前提に同じマンションに

住める学生支援など、住環境を整備する

ことで、活躍する職場と住まいを提供す

る政策を提案します。 

地域産業

の維持・

発展 

産業経済・消費生活課 ２ 創業に当たっては、業務に必要な IT関連

の知識だけでなく、経営、財務、販路拡大、

人材育成等、幅広い知識の習得に対する支援

が必要となります。 

また、新たなサービスや商品を生み出す企

業や事業者に対しては、中小企業診断士によ

る経営相談や産学交流機会の情報提供やニ

ーズのマッチングを図り、その取組を支援し

ていきます。 

なお、ご指摘の住環境の整備等について

は、他自治体の取組事例なども参考としなが

ら、調査・研究していきたいと考えています。 

 

 

1001 04 個人 メール 人材育成の視点から産業技術を学びた

い・働きたい外国人を雇用できるように、

目黒区内にある外交官関係者と区民の連

絡会を設けたり、目黒区の異業種交流会

にも参加を促すなど、外交官が多く住む

国際交流のし易いことを活かした産業振

興を望みます。 

地域産業

の担い手

の育成・

確保 

産業経済・消費生活課 ３ 平成３１年４月から新たな外国人材の受

入れ制度が導入されることとなり、その動向

を踏まえつつ外国人材と事業所との雇用の

マッチングや交流について、多用な方法を検

討してまいります。 

1002 01 個人 メール 産業振興ビジョンは、今後１０年間の

施策のビジョンではあるが、日々事業に

苦労している区内事業者からは、具体的

な取り組みが目に見える形で進むことに

期待する声が大きい。 

ビジョンの推進にあたっては、商店会

の参加店の減少等、経済団体に参加しな

い事業者の増加を踏まえ、町場に積極的

に出て事業者の声を聴き、事業者目線に

立って、総合的に施策を構築する体制が

必要である。 

計画全体 産業経済・消費生活課 ３ 改定素案の取りまとめに当たっては、意識

調査やヒアリングを行い、事業者の意見集約

に努めました。今後もさまざまな機会を捉え

て商店会や産業団体等のご意見を伺いなが

ら、適切な支援が行えるよう具体的な施策を

検討していきます。 
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1002 02 個人 メール ビジョン改定懇話会を推進懇話会に改

組して進捗についての意見を定期的に聴

いてはどうか。 

計画全体 産業経済・消費生活課 ５  改定素案の４３頁では、ビジョンの推進体

制として、区内の様々な組織との連携等につ

いて記載しており、様々な機会を捉えて、事

業の進捗状況等も含め、区の施策等について

のご意見を伺うことを考えています。 

 

 

整理 

番号 
枝番 区分 種別 意見（要旨） 分野 担当所管 

対応 

区分 
検討結果（対応等） 

1002 03 個人 メール 進行管理に当たっては、取り組み内容

に短期的に結果が求められるものもあれ

ば、中長期的なものもある。ビジョンの

中で、その目標を示さなければ適切な進

行管理は行えない。幅はあっても目標年

次を示すべきではないか。 

計画全体 産業経済・消費生活課 ５  本ビジョンに基づく産業施策の進捗状況

については、毎年度、施策担当に取組状況

と課題、来年度の実施予定について確認し、

進捗を管理します。また、本ビジョンは、

平成４０（２０２８）年度までの１０年間

を見据えたものですが、社会情勢や地域に

おける産業環境の変化などによって新たな

対応が必要となる場合は、進捗状況検証の

結果などを踏まえ見直しを行うこととして

います。 

具体的な事業の実施については、毎年度

の予算編成の中で決定されていくものであ

り、また、区内産業を取り巻く環境も大き

く変化を続けていることから、個々の取組

についての目標年次については示していま

せん。 
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 （２）議会意見  

整理 

番号 
枝番 区分 種別 意見（要旨） 分野 担当所管 

対応 

区分 
検討結果（対応等） 

2001 01 議会 書面 目黒区の特徴について、活気がありに

ぎわう商店街が多数あるとしています

が、にぎわう商店街は限られています。

経済的な理由や後継者問題などで廃業す

る小売店がふえ、地域に密着していた商

店街が疲弊しているところがあります。

一方、飲食店などが進出し区外からの消

費者を呼び寄せ様変わりしている地域が

あり、二極化しています。素案の前提と

なる区内の現状をきちんと把握するこ

と。 

 

 

計画全体 産業経済・消費生活課 ３ 商業者の状況については、改定素案の３９頁

「取組の方向性（１）課題解決のための仕組み

づくり」の中で、大規模商業施設の進出やイン

ターネットを利用した通信販売の拡大など中小

の商業者を取巻く環境は大変厳しいこと、また、

経営環境が厳しさを増す中、商店主の高齢化や

後継者不足により商店数が減少し、さらに商店

街への加入率も低下しているとの認識を示して

います。商店街の置かれている状況は様々であ

り、また、課題もそれぞれ異なることから、今

後も、区として適切な支援が行えるよう商店街

の状況把握に努めていきます。 

2001 02 議会 書面 ２０１４年に成立した小規模企業振興

基本法は、「成長発展」だけではなく、「事

業の持続的発展」の重要性を明確にし、

国、地方自治体に施策の策定と関係団体

との連携を責務とし、個人事業主、従業

員５人以下の「小企業者」などを「地域

経済の主役」と位置づけています。小規

模企業に対する支援は、小規模企業振興

基本法にもとづき相談窓口や専門家派

遣、人材確保など抜本的に強化すること。 

地域産業

の担い手

の育成・

確保 

産業経済・消費生活課 ２ 平成１２年に制定した中小企業振興基本条例

第４条では、区の責務として「小規模企業及び

その従事者に対する必要な配慮」を規定してい

ます。また、改定素案の基本理念である「新た

なチャレンジと安定・継続を目指して、まちを

活かす魅力を生み出す産業振興」を実現するた

めの視点、「安定的・継続的な事業展開」では、

小規模な事業者に対してはより適切な支援が求

められる旨記載しています。今後も専門家によ

る経営相談やハローワークなど就労支援機関と

の連携による求人企業の人材確保などにより、

区内産業の振興に努めていきます。 

2001 03 議会 書面 事業継承、事業再生を促進するため、

相談窓口を強化するとともに、長期の貸

し付け、超低利の全額保証の融資創設、

中小企業に対する無担保・無保証人の小

口の直接融資を行うこと。専門家の派遣

など課題解決に向けた経営支援策を拡充

すること。地域金融機関との連携を強化

すること。 

地域産業

の維持・

発展 

産業経済・消費生活課 ２ 事業承継や事業再生に関する相談について

は、現在、商工相談所の経営相談の中で中小企

業診断士が実施しています。また、受発注相談

や専門家派遣などを通じて、事業者の経営基盤

の強化や経営力向上に向けた取組を支援してい

ます。 

融資制度では、融資のあっせんにより日常の

資金繰りを支援するとともに、一定期間業績の

悪化した事業者がある場合は、より低利な融資

のあっせんを行っており、さらに３１年度から

は、事業承継に必要な資金について、優遇利率

の新設を行うなど、金融機関と連携し、融資制

度の充実を図っていきます。なお、区が事業者
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に直接融資を行うことは考えておりません。 

 

整理 

番号 
枝番 区分 種別 意見（要旨） 分野 担当所管 

対応 

区分 
検討結果（対応等） 

2001 04 議会 書面 商店街を「地域の公共財産」と位置づ

けて、魅力ある商店街とするため、財政

支援、地域と密着した専門家派遣・経営

診断・相談など公的支援を拡大し、継続

した支援を行うこと。商店や商店街施設

へのリフォーム助成を行うこと。 

魅力にあ

ふれた商

店街づく

り 

産業経済・消費生活課 ２ 商店街が実施するイベントや街路灯の整

備、専門家派遣や相談など、商店街に対する

様々な支援については、改定素案の中で取り

上げています。 

引き続き、商店街の皆さんのご意見も伺い

ながら、商店街の活性化に向けて取り組んで

いきます。 

2001 05 議会 書面 若者の創業を支援するために、都の制

度のような空き家や空きスペースを活用

したチャレンジショップなどを行うこ

と。セミナーの開催や相談員の配置を行

い支援の強化を図ること。さらに、店舗

への家賃助成を盛り込むこと。 

事業者の

更なる成

長促進 

産業経済・消費生活課 ４ 創業支援のためのセミナーである「実践め

ぐろ創業塾」を年２回開催しており、創業相

談も週３日相談日を設けて、中小企業診断士

により区民センターで実施しています。ま

た、現在実施している創業補助金では、賃借

料も対象経費として認めています。 

商店街等が行う空き店舗の活用による創

業者への家賃助成や若手・女性が販売経験を

積むためのチャレンジショップについては

すでに東京都において実施されていますの

で、他自治体の取組事例なども参考にしなが

ら、調査・研究していきたいと考えています。 
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2001 06 議会 書面 金属加工など少なくなった物づくりへ

のきめ細かな支援を行うこと。 

地域産業

の維持・

発展 

産業経済・消費生活課 ２ 区内産業を取り巻く社会経済環境は厳し

い状況がありますが、事業者への意識調査や

ヒアリングの実施結果から本区の金属加工

などの製造業は、城南地区に集積された他の

製造業と地理的に近接していることから短

納期、小ロットでの受注に対応できるという

強みもあることがわかりました。この強みを

さらに伸長させるために、中小企業診断士に

よる巡回相談、他区との連絡会等による情報

交換及び各種展示会への自社製品の出展に

ついて支援などを通じて、地域産業の活性化

に努めていきます。 
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整理 

番号 
枝番 区分 種別 意見（要旨） 分野 担当所管 

対応 

区分 
検討結果（対応等） 

2001 07 議会 書面 高齢化するなかで、都市部の中でも買い物弱

者が生まれている。宅配サービスなどコミュニ

ティとして考えること。 

魅力にあふ

れた商店街

づくり 

産業経済・消費生活課 ２ 買い物弱者への配慮については、改定素案の

３９頁「⑥バランスのとれた業種の構成及び配

置の検討」の中で、取り上げています。宅配サ

ービスの導入など具体的な事業については、商

店街の皆さんのご意見を伺いながら、他自治体

の取組事例などを参考に検討していきます。 

2001 08 議会 書面 小売店や商店街、製造業や小規模企業など、

それぞれ具体的な支援計画をつくること。ま

た、支援に見合った補助金を確保すること。 

魅力にあふ

れた商店街

づくり 

産業経済・消費生活課 ３  改定素案では、方針ごとに、「施策」、「取組の

方向性」、「具体的な取組」を示しており、その

一部を商店街振興プラン及び農業振興プランに

位置づけています。 

業種ごとの支援計画は策定しませんが、業種

それぞれの状況等も十分に踏まえ適切な支援が

できるよう取り組んでいきます。 

2002 01 議会 書面 地方自治体の産業政策においては、総価的な

分析羅列ではなく選択と集中で取り組んでほ

しい。目黒区の地理的特徴を踏まえ、３０代や

４０代が参加しやすい仕組みづくりや知的産

業やクリエイターが集う街目黒の創造など「目

黒モデル」を提示するといった気概を持つこ

と。 

計画全体 産業経済・消費生活課 ３ 魅力的な商圏・商業集積、区内に根づく都市

型製造業、大学の集積と産学連携など、改定素

案の１８頁「現状等から得られる目黒区の特徴」

の中で本区の特徴について記載しています。 

ご指摘のとおり、地域特性や社会経済環境等

を踏まえて、適切に支援を行うことは大切だと

考えています。 

2002 02 議会 書面 商店街政策においては、区内の個店の復活を

念頭に、年金受給年齢の高齢化や高齢単身者の

増加、女性の社会進出に対応する店舗が集まる

商店街を目標にするなど目的意識を明確に打

ち出し、時代の変化に対応した政策にするこ

と。 

魅力にあふ

れた商店街

づくり 

産業経済・消費生活課 ３  区内には、加盟が１,０００店を超える商店街

から２０店程度の商店街もあり、その個性も多

種多様です。これらの商店街が自らの強みや弱

み、特徴を生かしながら商店街のブランドづく

りや魅力の発信などをすることが重要と考えて

おり、商店街の皆さんのご意見も伺いながら、

魅力発信や魅力づくりに積極的に取り組む商店

街を支援していきます。 

2002 03 議会 書面 「エシカル・ビジネスシーズ・ファサード」

など、一般に広く浸透していない言葉について

は、言葉の意味を理解しやすい注釈をつける

か、日本語による表記に直すこと。 

計画全体 産業経済・消費生活課 １ ご意見の趣旨に沿い、脚注の追加及び日本語

による表記に変更します。 
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整理 

番号 
枝番 区分 種別 意見（要旨） 分野 担当所管 

対応 

区分 
検討結果（対応等） 

2002 04 議会 書面 東京都企業ランキング（製造業編）で上位

２０位内にランキングしている企業の内、目

黒区内に本社を置く企業はなく、隣接する品

川区や大田区は４社もランキングしている。

「規模も大きな事業者のほとんどは、目黒区

内に本社を置き」という表現は誤解を招く恐

れがあり、表現修正すべきである。 

目黒区の産

業の現状と

課題 

産業経済・消費生活課 １ 都内の大企業の多くが目黒区内に本社を置いて

いるとの誤解を招く恐れがあることから、記載を一

部修正します。 

2002 05 議会 書面 引き続き企業経営の悪化防止の継続的な取

組に加えて、「事業承継等の支援による廃業防

止」に取り組むことを追記要望する。 

地域産業の

担い手の育

成・確保 

産業経済・消費生活課 ３  事業承継については、方針１の「地域産業の担い

手・育成の確保」として、あらゆる産業分野におい

て、事業承継や人材育成など、地域産業を維持・発

展させていくための施策を展開していくことを明

記しています。 

具体的には、融資制度の中で優遇利率を新設する

とともに、中小企業診断士の経営相談による経営改

善や事業の効率化への取組など様々な支援を行い、

廃業防止に努めていきたいと考えています。 

 

2002 06 議会 書面 商店街の事業者の中には、区外在住者も多

く地域への帰属意識が低いだけでなく、商店

会にも未加入であり、当該事業者に対する街

路灯等のインフラ利用に関する商店街振興へ

の協力啓発を追加要望する。 

魅力にあふ

れた商店街

づくり 

産業経済・消費生活課 １ 商店街では、街路灯の整備やイベントの実施な

ど、商店街全体の活性化のため様々な取組を行って

おり、その活動等を理解していただくことは重要と

考えていますので、ご指摘の趣旨の記載を追加しま

す。 
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2002 07 議会 書面 事業者の更なる成長促進は、まさに選択と

集中であり、より具体的に、IT産業・AI・環

境ビジネス等の知的産業といった成長が予想

される産業への区内での創業・起業を支援す

ることを明記して、区ができることを明確に

示すことを要望する。 

事業者の更

なる成長促

進 

産業経済・消費生活課 ３ 改定素案では、ビジョンの目的を、目黒区内の事

業者の安定的な経営のための支援と、成長意欲のあ

る事業者や創業・起業を志向する人々に対する支援

によって、経営の安定性・継続性の向上と新しい産

業的価値の創出を促し、目黒区の産業の維持・発展

を目指すとしています。 

創業希望者に対しては、セミナーの開催や創業相

談等の支援を行っており、更に創業・起業した事業

者の区内での定着を図っていく必要があります。ご

指摘の IT産業等の知的産業への創業支援について

も、本区の産業構造の特徴も踏まえ、創業支援事業

計画に基づき適切に取組を進めていきます。 

 

整理 

番号 
枝番 区分 種別 意見（要旨） 分野 担当所管 

対応 

区分 
検討結果（対応等） 

2002 08 議会 書面 国や東京都の補助金制度（経営安定やもの

づくり等）活用の支援を行い、具体的には制

度の情報収集と提供、申請に関する相談体制

の強化を要望する。 

地域産業

の維持・

発展 

産業経済・消費生活課 ２  今年度から創業相談員を増員して、創業及び創

業間もない事業者への相談体制を強化していま

す。また、今後の補助金申請におきましても、活

用できる補助金の選択や、複雑な申請書作成には、

中小企業診断士等の支援が必要であり、相談窓口

の充実を図るとともに、国や都の制度を有効に活

用できるように、積極的な情報収集及び提供に努

めていきます。 

2002 09 議会 書面 空家対策とも関連させて、起業向けスペー

ス情報の充実については、区内事業者が区内

に定着するための課題に賃料が他区より高い

ことを鑑み、起業から一定期間の賃料補助制

度の検討を追加要望する。 

事業者の

更なる成

長促進 

産業経済・消費生活課 ４  創業・起業した事業者の定着支援については、

中小企業診断士による経営相談や受発注相談、専

門家派遣などを通じて行っています。また、現在

実施している創業補助金では、賃借料も対象経費

として認めています。 

融資制度では、融資のあっせんにより日常の資

金繰りを支援するとともに、一定期間業績の悪化

した事業者がある場合は、より低利な融資のあっ

せんも行っています。 

ご指摘のとおり、他の自治体と比較すると、賃

料が高い地域もありますので、他自治体の取組事

例なども参考にしながら、調査・研究していきた

いと考えています。 
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2002 10 議会 書面 商店街で働く者同士だけではなく、町会自

治会や地域団体が商店会支援に相互に取り組

むことへの啓発支援を追加要望する。 

魅力にあ

ふれた商

店街づく

り 

産業経済・消費生活課 １ 商店街で働く方は、町会・自治会等で地域活動

の担い手にもなっている場合があることから、町

会・自治会等の団体と商店会との相互協力及び連

携への取組が重要であることについて記載を追加

します。 

2002 11 議会 書面 良好な都市景観の形成については、違法屋

外広告物の除去や放置自転車対策とともに

「落書き対策」を追加要望する。 

地域資源

を活かし

たまちの

魅力の向

上 

環境保全課 １ ご指摘のとおり、商店街をはじめ、美しいまち

並みを維持向上させ、訪れた人が快適なまち歩き

ができるように取り組むことは重要と考えますの

で、「落書き対策」に関する記述を追加します。 

 

 


